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嫌倉●地域失生課

(鎌倉市消贅生活センター)

日頃から.消費者行政に御協力いたださ厚くお↑t申 し上げます.

・
'お
試し」「 1口だけ」のつもりで申し込んだが定期嬌人になって,ヽた

・ネツトで買い物をした0(、 商品が届かず連絡もてきなくなった

・ トイレが言まり慌てて修理を依頼したら、尽|ヽがけず高額だった

鎌倉市役所本庁舎 1階 44番窓0
0467‐ 24‐ 0077(i自:通 )
:対象● 】籍君市内に'1住 .在勁 .在学の方
:相 談 Bl月 曜8から金曜8(祝 8.年末年始を除く|
廂 観時間1午前,崎 30分から午後4時まで

鎌倉市

消費生活センタ

ご相談 ください
【相讚方法1電話または栞所

1土 B祝3のご相談0. |メ ールでの相棗0.

1消費をホ

'ラ
イン  |かながわ中央

|(島番なし)188^  1消費生活tンター^

^‐

■●8年 (2026年)2月

白治会町内会会員各位

消費者 トラブルに関する注意喚起について

消費者 トラブルに関する最新の事例をいち早 くお伝えするため.独立を政′■人
国民生活センター′,｀発行する「見守り新鮮情報」をお届けします.御家族や短人
へお知 らせいただくなど.消 費者 トラブルの予防や早期発見.拡大防上のために

御活用ください.

なお.独立行政法人国民生活センターでは.「見守 り新鮮情鋤 のメー

ル配信も行っています.お 申込みについては右記 QRコ ー ドから御確認
ください.

消費生活センターは.消資者と事業者との間に起きたトラブルについて.■立・

公工な立場で解決を図る窓口です。

など.困 ったことや不審なことがございましたら.鎌含市消費生活センターヘお
気軽に御相談 ください.
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見守U
新鮮情報

事例 1

(70歳代 )

SNSの広告を見てお試し
商品の美容液を買った。

定期購入「返品」だけでは
解約になりません

_̀ヽ

事例2

●

ひとことユカ芭●低価格やお試し等を強調する広告を見て.1回だけのつもつて商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。

● 自分は]回分しか注文していないからと.商品を返送したつ受け取り拒否
したりしても.それだけでは解約にはならないので注意しましょう。

●ネットで購入する際は.最終確認画面などで定期購入になっていないか.
解約方法・条件.支 払総額などをしっかつと確認しましよう。また、
これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

●誤認するような表示があった場合などには.申 し込みを取り消せる場合が
あります。囚ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に
こ相談ください(消費者ホットライン]88)。

解約にならないよ

返品や

本文イラスト1黒麟 玄

ネツト広告で見たサプリを注文した。1回

だけのお試しのつもりだったのに、2回

目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが

送られてきた。支払う気はないので放置していたら

法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。

その後同じ商品が届いたが、注文

した覚えがないのでその旨と解約

希望の書面を同封して返品した。その

後も請求書などは届いていたが無視

していたところ、先日、法律事務所

からこの請求について最終遇告の

ような封書が届いた。商品が手元 |こ

ないのに請求されるとは納得がいか

なしヽ。        (70歳 代 )
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受け取り拒否だけでは

見守るくん
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